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（
文
教
科
学
委
員
会
）

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
原
子
力
損
害
の
被
害
者
の
保
護
に
万
全
を
期
す
る
た
め
、
原
子
力
事
業
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
実
施
方
針
の

作
成
及
び
公
表
の
義
務
付
け
、
原
子
力
事
業
者
に
よ
る
特
定
原
子
力
損
害
賠
償
仮
払
金
の
支
払
の
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付

制
度
の
創
設
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
が
行
う
和
解
の
仲
介
の
手
続
の
利
用
に
係
る
時
効
の
中
断
の
特
例
に
関
す
る
規

定
の
新
設
、
原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
の
締
結
及
び
原
子
力
事
業
者
に
対
す
る
政
府
の
援
助
に
係
る
期
限
の
延
長
等
の
措
置

を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
損
害
賠
償
実
施
方
針

原
子
力
事
業
者
は
、
原
子
力
損
害
の
賠
償
の
迅
速
か
つ
適
切
な
実
施
を
図
る
た
め
の
方
針
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
特
定
原
子
力
損
害
賠
償
仮
払
金
の
支
払
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け

１

原
子
力
事
業
者
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
避
難
の
た
め
の
立
退
き
又
は
事
業
活
動
の
制
限

等
に
よ
っ
て
生
じ
た
特
定
原
子
力
損
害
を
受
け
た
被
害
者
に
対
し
て
、
当
該
損
害
を
塡
補
す
る
た
め
に
賠
償
額
の
確
定
前
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に
支
払
わ
れ
る
特
定
原
子
力
損
害
賠
償
仮
払
金
の
支
払
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
支
払
の
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付

け
を
行
う
こ
と
を
、
政
府
に
対
し
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
貸
付
け
の
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
貸

付
け
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
申
込
み
を
行
っ
た
原
子
力
事
業
者
に
通
知
す
る
。

３

政
府
は
、
特
定
原
子
力
損
害
の
賠
償
額
が
確
定
し
た
と
き
は
、
特
定
原
子
力
損
害
賠
償
仮
払
金
の
額
に
応
じ
て
、
特
定

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
係
る
責
任
保
険
契
約
の
保
険
金
請
求
権
又
は
補
償
契
約
の
補
償
金
請
求
権
を
取
得
す
る
。

４

文
部
科
学
大
臣
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
に
、
特
定
原
子
力
損
害
賠
償
仮
払
金
の
支
払
の
た
め
の
資

金
の
貸
付
け
に
関
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
権
限
に
係
る
事
務
（
貸
付
け
の
決
定
を
除
く
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

三
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
が
行
う
和
解
の
仲
介
の
手
続
の
利
用
に
係
る
時
効
の
中
断
の
特
例

原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
が
、
政
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
和
解
の
仲
介
を
打
ち
切
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
和
解
の

仲
介
を
申
し
立
て
た
者
が
そ
の
旨
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
訴
え
を
提
起
し
た
と
き
は
、
時
効
の
中
断
に
関
し

て
は
、
和
解
の
仲
介
の
申
立
て
の
時
に
、
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
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四
、
適
用
期
限
の
延
長

原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
の
締
結
及
び
原
子
力
事
業
者
が
賠
償
す
べ
き
額
が
賠
償
措
置
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
政

府
の
援
助
に
係
る
期
限
を
延
長
し
、
平
成
四
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
開
始
さ
れ
た
原
子
炉
の
運
転
等
に
係
る
原
子

力
損
害
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
三
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


